
京都府立京都八幡高等学校ＰＴＡ会則

制 定 平成19年５月26日

改 正 令和 ５年５月２６日

第１章 総 則

（名称）

第１条 本会は、京都府立京都八幡高等学校ＰＴＡ（以下「本会」という。）と称する。

（事務所）

第２条 本会の事務局は、京都八幡高等学校に置く。

（目的）

第３条 本会は、会員相互の理解を深め、教養の向上を図るとともに、本校生徒の福祉を増進す

るため、教育的環境の改善等を図ることを目的とする。

（事業）

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員の教養、親睦のための研修会及び講演会等を開催する。

(2) 生徒の教育環境の改善や教育振興に協力する。

(3) その他本会の目的を達成するため、適切と思われる事業を行う。

（性格）

第５条 本会は、本校教育の振興を本旨とする団体で、他のいかなる団体の干渉も支配も受け

ない。

（会員）

第６条 本会は、本校に在籍する生徒の保護者と教職員をもって組織する。会員はすべて平等の

権利と義務を有する。

第２章 役 員

（役員）

第７条 本会に本部役員として次の役員を置く。

(1) 会 長 １名

(2) 副会長 ２名

(3) 庶 務 ２名

(4) 会 計 ２名

（役員の任務）

第８条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は本会を代表し、会務の総括、総会・役員会・各委員会の招集及び総会議決事項の

執行等を行う。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その代行をする。

(3) 庶務は、本会の庶務事務を行う。

(4) 会計は、本会の会計事務を行う。

（役員の任期）



第９条 役員の任期は１年とし、（４月１日から翌年３月31日まで）再任を妨げない。

２ 補欠による役員の任期は、前任者の残りの期間とする。

（役員の選出）

第１０条 役員は、別に定める選挙規程により総会において選出する。ただし、庶務及び会計の

うち、各々１名は教職員の中から会長が委嘱する。

（本部役員会）

第１１条 本部役員会は、本会の運営その他必要な事項を協議する。

（拡大役員会）

第１２条 拡大役員会は、本部役員、学年委員長、学年副委員長及び専門部長、専門部副部長

をもって構成し、本会の目的達成のための事業計画の立案、運営その他必要な事項を協議す

る。

（顧問）

第１３条 本会に顧問をおく。顧問は校長、副校長及び旧八幡高校、旧南八幡高校の歴代会長

の中から会長が委嘱し、必要に応じて会長の諮問に応ずる。

第３章 総 会

（性格）

第１４条 総会は、予算、決算、事業、役員選挙、規約改正その他重要事項を審議し決定する。

（回数）

第１５条 総会は、年１回開く。

（臨時総会）

第１６条 臨時総会は、本部役員会が必要と認めた場合又は全会員の10分の１以上の要求が

あった場合に開くことができる。

（定足数）

第１７条 総会の定足数は、全会員の５分の１（委任状を含む）以上とする。

（議案の通知）

第１８条 総会を開くときは、あらかじめ議案を会員に通知しなければならない。

（議決）

第１９条 議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。賛否同数のときは、議長がこれを決定

する。

（議長）

第２０条 総会には議長を置く。議長は常任として正及び副各１名とする。任期は１年とし、別に

定める選挙規程により選出する。

２ 議長、副議長は、必要に応じて本部役員会、拡大役員会に出席することができる。

第４章 代表委員会

（性格）

第２１条 総会に代わる機関として、代表委員会を設ける。

（構成）

第２２条 代表委員会は、本部役員、学級委員、専門部員、議長、副議長及び会計監査によって



構成する。

（附議事項）

第２３条 代表委員会は、総会で委任された事項及び緊急の事項に限り、総会に代わってこれ

を議決することができる。議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。

（承認）

第２４条 代表委員会で議決した事項については、次の総会に附議し、その承認を求めなけれ

ばならない。

第５章 各種委員会及び専門部会

（種類）

第２５条 本会には常設の委員会として、学年・学級委員会、会計監査委員会、選挙管理委員

会及び組織委員会を置くほか、必要に応じて専門部会を設けることができる。各専門部には部

長及び副部長を置く。

（学年・学級委員会）

第２６条 学年・学級委員会は、各学級会員の互選によって選出された１名の学級委員で構成

し、学年共通議題を審議し、随時、学級懇談会等を開き、学校生活の向上に協力する。

（会計監査委員会）

第２７条 会計監査委員会は、総会で選出された２名の委員で構成し、その年度の会計を監査

し、その結果を次期総会に報告する。

２ 会計監査委員は、必要に応じて本部役員会、拡大役員会に出席することができる。

（選挙管理委員会）

第２８条 選挙管理委員会は、学級委員の互選によって選出された５名と関係職員をもって構

成し、本部役員、議長、副議長及び会計監査委員の選挙を別に定められた選挙規程により行

い、当選者を確認し、公表する。

（組織委員会）

第２９条 組織委員会は、学級委員の互選によって選出された４名をもって構成し、次年度の本

部役員、議長、副議長及び会計監査候補者の推薦を行う。

（専門部会）

第３０条 専門部会は、本部役員及び各学級委員の互選によって選出された部員及び各専門

部に関係する会員で構成し、それぞれの専門部会を随時開き、会員相互の研究並びに生徒の

学校生活の向上に協力する。

第６章 会 計

（経費）

第３１条 本会の経費は、会費その他の収入による。

（会費）

第３２条 会費は一世帯あたり年額6,000円とし、年２回に分けて納めるものとする。ただし、総

会の承認を経て臨時に会費を徴収することができる。

（会計年度）

第３３条 本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。



第７章 規約改正

（規約改正）

第３４条 本会の規約は、総会出席者の３分の２以上の賛成により改正することができる。

（細則の制定）

第３５条 本規約に定めのないものは、代表委員会において細則を制定することができる。

２ 細則を制定または改廃したときは、次期総会に報告し、その承認を得なければならない。

第８章 補 則

（新役員決定までの運営）

第３６条 役員の任期終了後新役員決定までの期間は、旧役員において会を運営する。

附 則

この会則は平成19年５月26日から施行し、平成19年４月１日から適用するものとする。

附 則

この会則は平成21年４月１日から施行する。

附 則

この会則は平成23年５月28日から施行し、平成23年４月１日から適用するものとする。

附 則

この会則は平成24年５月26日から施行し、平成24年４月１日から適用するものとする。

附 則

この会則は令和５年５月２６日から施行し、令和５年４月１日から適用するものとする。


